
 

 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
近畿地方年金記録訂正審議会 

令和元年 12 月 19 日答申分 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの    13 件 

        厚生年金保険関係      13 件 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの          ２件 

        国 民 年 金 関 係       １件 

        厚生年金保険関係       １件 

 

 

 

 

 

 



    

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900452 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900187 号  

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 27 年 12 月４日の標準賞与額に係る記録を 59 万 6,000 円とする

ことが必要である。 

平成 27年 12 月４日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 平成元年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 27年 12 月４日 

    請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が、請求期間において標準賞与額

59 万 6,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 27 年＊月

＊日から平成 28 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標

準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から、59万 6,000

円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900453 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900188 号  

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成 25 年 12 月５日は 47 万 4,000 円及び平

成 27 年 12 月４日は 61万 4,000 円とすることが必要である。 

平成 25年 12 月５日及び平成 27年 12 月４日の標準賞与額については、保険給付の計算の基

礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 63年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 25 年 12 月５日 

             ② 平成 27年 12 月４日 

    請求期間①及び②にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保

険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険

給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳及び日本年金機構の回答により、請求者が、請求

期間①において標準賞与額 47万 4,000 円及び請求期間②において標準賞与額 61万 4,000円に

見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金

保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時

効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わな

い旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 25 年＊月

＊日から平成 27 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間①の標準賞与額に

係る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る

標準賞与額の記録についても、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

また、オンライン記録により、事業主が請求者に係る産前産後休業（平成 27 年＊月＊日か

ら平成 28 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金保

険法第 81 条の２の２において、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の

属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険

料の徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間②の標準賞与

額に係る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に

係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①及び②に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳及び日本

年金機構の回答から、請求期間①は 47万 4,000 円及び請求期間②は 61万 4,000 円とし、保険

給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900454 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900189 号  

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 26 年６月 25 日の標準賞与額に係る記録を 43 万 9,000 円とする

ことが必要である。 

平成 26 年６月 25 日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 平成２年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 26年６月 25日 

    請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が、請求期間において標準賞与額

43 万 9,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 26 年＊月

＊日から平成 27 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標

準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から、43万 9,000

円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900455 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900190 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成 26 年６月 25 日は 66 万 2,000 円及び同

年 12 月５日は 21 万 8,000 円とすることが必要である。 

平成 26 年６月 25 日及び同年 12 月５日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎と

なる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 61年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 26 年６月 25日 

             ② 平成 26年 12 月５日 

請求期間①及び②にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保

険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険

給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間①において標準賞与額

66 万 2,000 円及び請求期間②において標準賞与額 21 万 8,000 円に見合う賞与の支払を受けた

ことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金

保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時

効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わな

い旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る産前産後休業（平成 26 年＊

月＊日から同年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金

保険法第 81 条の２の２において、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事

業主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日

の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保

険料の徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間①の標準賞

与額に係る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間

に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75条本文の規定は適用されない。 

また、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 26 年＊月＊日から

平成 27 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金保険

法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が申出

をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月か

らその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行

わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間②の標準賞与額に係る厚生

年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標準賞与

額の記録についても、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①及び②に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から、請

求期間①は 66万 2,000 円及び請求期間②は 21万 8,000 円とし、保険給付の計算の基礎となる

標準賞与額として記録することが必要である。 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900456 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900191 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 27 年 12 月４日の標準賞与額に係る記録を 74 万 6,000 円とする

ことが必要である。 

平成 27年 12 月４日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 60年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ：  平成 27 年 12 月４日 

請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が、請求期間において標準賞与額

74 万 6,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る産前産後休業（平成 27 年＊

月＊日から平成 28 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚

生年金保険法第 81 条の２の２において、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業

所の事業主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始

した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に

係る保険料の徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標

準賞与額に係る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該

期間に係る標準賞与額の記録についても、厚生年金保険法第75条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から、74万 6,000

円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

 

 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900457 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900192 号  

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 24 年６月 25 日の標準賞与額に係る記録を 44 万 3,000 円とする

ことが必要である。 

平成 24 年６月 25 日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 58年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 24年６月 25日 

    請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が、請求期間において標準賞与額

44 万 3,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 24 年＊月

＊日から平成 25 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標

準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から、44万 3,000

円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900458 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900193 号  

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 26 年 12 月５日の標準賞与額に係る記録を 51 万 9,000 円とする

ことが必要である。 

平成 26年 12 月５日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 61年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 26年 12 月５日 

    請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が、請求期間において標準賞与額

51 万 9,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 26 年＊月

＊日から平成 28 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標

準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から、51万 9,000

円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900459 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900194 号  

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成 26 年 12 月５日は 52 万 5,000 円及び平

成 27 年６月 25日は 27万 2,000 円とすることが必要である。 

平成 26年 12 月５日及び平成 27 年６月 25 日の標準賞与額については、保険給付の計算の基

礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 60年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 26 年 12 月５日 

             ② 平成 27年６月 25 日 

    請求期間①及び②にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保

険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険

給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳及び日本年金機構の回答により、請求者が、請求

期間①において標準賞与額 52万 5,000 円及び請求期間②において標準賞与額 27万 2,000円に

見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金

保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時

効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わな

い旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る産前産後休業（平成 26 年＊

月＊日から平成 27 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚

生年金保険法第 81 条の２の２において、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業

所の事業主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始

した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に

係る保険料の徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間①の

標準賞与額に係る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当

該期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されな

い。 

また、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 27 年＊月＊日から

平成 28 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金保険

法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が申出

をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月か

らその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行

わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間②の標準賞与額に係る厚生

年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標準賞与



額の記録についても、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①及び②に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳及び日本

年金機構の回答から、請求期間①は 52万 5,000 円及び請求期間②は 27万 2,000 円とし、保険

給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900460 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900195 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成 27 年６月 25 日は 70 万 2,000 円及び同

年 12 月４日は５万 4,000 円とすることが必要である。 

平成 27 年６月 25 日及び同年 12 月４日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎と

なる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 59年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 27 年６月 25日 

             ② 平成 27年 12 月４日 

請求期間①及び②にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保

険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険

給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳及び日本年金機構の回答により、請求者が請求期

間①において標準賞与額 70 万 2,000 円及び請求期間②において標準賞与額５万 4,000 円に見

合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金

保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時

効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わな

い旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 27 年＊月

＊日から平成 28 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間①及び②の標準賞

与額に係る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該各期

間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①及び②に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳及び日本

年金機構の回答から、請求期間①は 70 万 2,000 円及び請求期間②は５万 4,000 円とし、保険

給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900461 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900196 号  

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 26 年６月 25 日の標準賞与額に係る記録を 62 万 1,000 円とする

ことが必要である。 

平成 26 年６月 25 日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 60年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 26年６月 25日 

    請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が、請求期間において標準賞与額

62 万 1,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 26 年＊月

＊日から平成 27 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標

準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から、62万 1,000

円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900219 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900197 号 
 

第１ 結論 

１ 請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日を昭和 55 年６月１日から

同年５月１日に訂正し、同年５月の標準報酬月額を 16 万円とすることが必要である。 

昭和 55 年５月１日から同年６月１日までの期間については、厚生年金保険法第 75条本文

の規定により、保険給付の計算の基礎とならない被保険者期間として記録することが必要で

ある。 

２ 請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日を昭和 55 年 10 月 31 日か

ら昭和 56 年１月１日に訂正し、昭和 55 年 10 月から同年 12 月までの標準報酬月額を 15 万

円とすることが必要である。 

昭和 55年 10 月 31 日から昭和 56年１月１日までの期間については、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第１条第

５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる被保険者期間として記録することが必要で

ある。 

事業主が請求者に係る昭和 55年 10月 31日から昭和 56年１月１日までの期間の厚生年金

保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

３ 請求者のＡ社における昭和 55年 10月 31日から昭和 56年１月１日までの期間の標準報酬

月額を 17万円に訂正することが必要である。 

昭和 55 年 10 月から同年 12 月までの訂正後の標準報酬月額については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、保険給付の計算の基礎とならない標準報酬月額（上記２の厚生

年金特例法により訂正される標準報酬月額を除く。）として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 昭和 55 年５月１日から同年６月１日まで 

                          ② 昭和 55年 10 月 31 日から昭和 56 年１月１日まで 

  厚生年金保険の記録では、Ａ社における被保険者資格取得日が昭和 55 年６月 1 日、資格

喪失日が同年 10月 31 日となっているが、請求期間①及び②も勤務していたので、同社にお

ける被保険者資格取得日を同年５月１日、資格喪失日を昭和 56 年１月１日に訂正してほし

い。 

 

第３ 判断の理由 

１ 請求期間①について、請求者から提出された「出勤表・給料支払明細書」（以下「給料支

払明細書」という。）から判断すると、請求者が当該期間において、Ａ社に勤務し、事業主

により給与を支払われていたことが認められる。 

一方、厚生年金特例法に基づき、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、請求者が請求

期間において、厚生年金保険被保険者として勤務していたことに加え、被保険者として負担

すべき厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることが要件と

されている。 



 

したがって、請求期間①については、前述の給料支払明細書から判断すると、請求者は当

該期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されていないと認められることから、厚生年金

特例法による記録の訂正を認めることはできない。 

しかし、請求者は前述のとおり、請求期間①においてＡ社に勤務し、給与を支払われてい

たことが認められることから、請求者の厚生年金保険被保険者資格の取得年月日を昭和 55

年５月１日に訂正し、同年５月の標準報酬月額については、前述の給料支払明細書及び日本

年金機構の回答により認められる報酬月額に見合う標準報酬月額から、16万円とすることが

妥当である 

ただし、昭和 55 年５月１日から同年６月１日までの期間については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、保険給付の計算の基礎とならない被保険者期間として記録すること

が必要である。 

２ 請求期間②について、請求者から提出された給料支払明細書、Ａ社に係る雇用保険の記録

及び同社の複数の元従業員の陳述等から判断すると、請求者が、当該期間において同社に勤

務又は在籍し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び請求者の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、請求期間②

の標準報酬月額については、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

したがって、請求期間②の標準報酬月額については、前述の給料支払明細書により確認で

きる厚生年金保険料控除額から、15 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が請求者の請求期間②に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、Ａ社は昭和 56 年１月に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、

同社の事業主は既に死亡しており、このほかにこれを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が請求どおり

の厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、

行ったとは認められない。 

３ 請求期間②の標準報酬月額について、請求者から提出された給料支払明細書により、当該

期間の標準報酬月額の決定の基礎となる期間に係る報酬月額に見合う標準報酬月額は、上記

２の厚生年金特例法により訂正される標準報酬月額よりも高い額であることが認められる。 

したがって、請求期間②の標準報酬月額については、前述の給料支払明細書により確認で

きる報酬月額から、17万円とすることが妥当である。 

ただし、昭和 55 年 10 月から同年 12 月までの標準報酬月額については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、保険給付の計算の基礎とならない標準報酬月額（上記２の厚生

年金特例法により訂正される標準報酬月額を除く。）として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900249 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（国）第 1900027 号 

 

第１ 結論 

昭和 54 年＊月から昭和 63 年６月までの請求期間については、国民年金保険料を納付した期

間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

   住    所 ：  

 ２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： 昭和 54 年＊月から昭和 63 年６月まで 

   結婚後（昭和 60年頃）、Ａ市Ｂ区役所において国民年金の加入手続をした後に、納付書が

届き、夫と相談の上、27 万円くらいの国民年金保険料を金融機関から振り込んだ。 

   その後、再び納付書が届き、前回と同額程度の国民年金保険料を金融機関から振り込んだ。 

   請求期間の領収書は紛失してしまったが、27 万円くらいの国民年金保険料を２回納付し、

未納の期間はないはずなので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

国民年金保険料を納付するためには、国民年金の加入手続を行い、国民年金手帳記号番号（以

下「記号番号」という。）の払出しを受ける必要があるところ、請求者の加入手続の時期は、請

求者の記号番号の前後の国民年金被保険者記録から判断すると、平成元年夏頃と推認でき、請

求者の主張と符合しない。 

また、国民年金法の時効に関する規定により、国民年金保険料を遡って納付することができ

る期間は２年であることから、前述の加入手続の際に、請求者が二十歳に到達する昭和 54 年

＊月に遡って国民年金被保険者資格を取得したとしても、請求期間の大半の期間については、

制度上、国民年金保険料を納付することができない。 

一方、請求期間の国民年金保険料を納付するためには、前述の記号番号とは別の記号番号が

必要となるところ、請求者は、これまでに交付された年金手帳は１冊であり、別の記号番号の

年金手帳は所持していないとしている上、請求者に対する別の記号番号の払出しの有無につい

て、社会保険オンラインシステム等により氏名検索を行ったが、請求者に別の記号番号が払い

出された記録は見当たらない。 

このほか、請求者が請求期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控等）はなく、当該期間について、ほかに請求者の国民年金保険料が納付さ

れていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900232 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900198 号 

 

第１ 結論 

請求期間①及び②について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日

及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間③について、請求者のＢ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪

失年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏 名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

   住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 昭和 36 年９月１日から昭和 39 年 12 月 30 日まで 

            ② 昭和 43 年８月１日から昭和 45 年１月１日まで 

            ③ 昭和 46年 10 月１日から昭和 49 年６月１日まで 

請求期間①について、Ｃ市Ｄ区の事業主の兄宅で下宿をしながら、Ｃ税関近くにあったＡ

社において、輸入品の立会検査の手伝い及びトラックの助手として勤務していた。後に大型

運転免許証を取得し、大型トラックの運転手として長距離運送業務に従事した。 

請求期間②について、Ｅ市のＦ事業所前にあったＡ社において、梱包作業員及び大型トラ

ックの運転手として勤務していた。 

請求期間③について、Ｇ市のＨ事業所内にあったＢ社において、大型トラック及び大型ト

レーラーの運転手として勤務していた。 

しかし、年金記録において、Ａ社及びＢ社における厚生年金保険の被保険者記録がないの

で、調査の上、請求期間①、②及び③に係る年金記録を訂正してほしい。  

 

第３ 判断の理由 

  １ 請求期間①及び②について、当該各期間にＡ社における厚生年金保険の被保険者記録があ

る複数の元同僚の回答及び陳述により、請求者が当該各期間において、同社に勤務していた

ことはうかがえるものの、当該回答及び陳述から、請求者の同社における勤務実態を確認す

ることができない。 

    また、Ａ社に係る商業登記を見ると、同社は、昭和 54 年６月１日に解散している上、同

登記において確認できる請求期間①及び②当時の代表取締役は既に亡くなっており、請求者

の同社における勤務実態及び厚生年金保険料控除の有無について、同社及び元事業主に確認

することができない。 

さらに、複数の元同僚からは、請求者が請求期間①及び②において厚生年金保険に加入し

ていたことをうかがわせる回答又は陳述は得られなかった。 

  ２ 請求期間③について、当該期間にＢ社における厚生年金保険の被保険者記録がある複数の

元同僚の回答及び陳述により、請求者が当該期間において同社に勤務していたことはうかが

えるものの、当該回答及び陳述から、請求者の同社における勤務実態を確認することができ

ない。 

また、Ｂ社に係る商業登記を見ると、同社は、昭和 63 年にＣ地方裁判所により破産終結

している上、同登記において確認できる請求期間③当時の代表取締役は既に亡くなっており、



 

請求者の同社における勤務実態及び厚生年金保険料控除の有無について、同社及び元事業主

に確認することができない。 

さらに、複数の元同僚から、請求者が請求期間③において厚生年金保険に加入していたこ

とをうかがわせる回答又は陳述は得られなかった。 

３ このほか、請求者の請求期間①、②及び③における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて、確認又は推認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年

金保険被保険者として、請求期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900260 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900199 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日を昭和58年４月30日から同

年５月１日に訂正することが必要である。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 58年４月 30日から同年５月１日まで 

    昭和 58 年４月１日付けでＡ社に入社し、同社Ｂ本社での１か月間の研修後、同年５月１

日付けで同社Ｃ本社に配属され、平成 24年２月 18 日まで継続して同社に勤務したが、厚生

年金保険の記録では、昭和58年４月30日から同年５月１日の間が未加入となっているため、

調査の上、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

     

 

第３ 判断の理由 

Ａ社が保管する請求者に係る人事記録簿、同社の回答、同社担当者の陳述及び雇用保険の加

入記録から判断すると、請求者は請求期間において、同社に継続して勤務していたことが認め

られることから、請求者の同社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日を昭和 58 年

５月１日に訂正する必要がある。 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900231 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900200 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社Ｂ支店（現在は、Ｃ社）における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日を昭

和 58 年７月 31 日から同年８月１日に訂正し、同年７月の標準報酬月額を 12 万 6,000 円とす

ることが必要である。 

昭和 58 年７月 31 日から同年８月１日までの期間については、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる

被保険者期間として記録することが必要である。 

事業主は、請求者に係る昭和 58 年７月 31 日から同年８月１日までの期間の厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

   住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

     請 求 期 間 ： 昭和 58 年７月 31 日から同年８月１日まで 

    昭和 58 年 7 月末日付けでＡ社Ｂ支店を退職したが、同日が日曜日だったため、同年７月

30 日付けの退職となっている。そのため、厚生年金保険被保険者資格喪失日が同年７月 31

日になっており、同年７月の厚生年金保険の記録がない。 

昭和 58 年８月分給与から同年７月分厚生年金保険料を控除した旨のＡ社発行の証明書を

提出するので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

Ｃ社の回答、同社の事務担当者の陳述並びにＡ社Ｂ支店の複数の元同僚の回答及び陳述から

判断すると、請求者が昭和 58 年７月 31日まで、同社Ｂ支店に継続して在籍していたことが認

められる。 

また、請求者から提出されたＡ社発行の控除証明書及びＣ社の回答から、請求者は請求期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

したがって、請求者の厚生年金保険被保険者資格喪失年月日を昭和58年８月１日に訂正し、

請求期間の標準報酬月額については、前述の控除証明書及び請求者のＡ社Ｂ支店における同年

６月の標準報酬月額の記録から、12 万 6,000 円とすることが妥当である。 

また、事業主が請求者の請求期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ｃ社は、請求内容どおりの厚生年金保険被保険者資格喪失届を社会保険事務所（当

時）に対し提出したか否か、また、厚生年金保険料を納付したか否かについては不明と回答し

ているが、当該期間について、事業主が資格喪失年月日を昭和 58 年８月１日と届け出たにも

かかわらず、社会保険事務所がこれを同年７月31日と誤って記録したとは考え難いことから、

事業主から同年７月 31 日を資格喪失年月日とする厚生年金保険被保険者資格喪失届が提出さ

れ、その結果、社会保険事務所は、請求者の請求期間に係る厚生年金保険料について納入の告

知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき厚

生年金保険料に充当した場合又は厚生年金保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 


